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第3編　分野別計画

第３節　�みんなで支え合い，いつまでも心穏やかに暮らすために
【福祉（高齢福祉・障害福祉・地域福祉），健康づくり】

３－１　みんなで支え合う，誰一人取り残されない，ともに生きるまち【福祉】

施策０６ 共に支え合う地域福祉の推進

目�的 対�象
意�図

市民，地域活動団体，福祉サービス事業者，福祉団体
地域で役割分担して暮らしを支え合うことができる

施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）

施策の方向

誰もが住み慣れた場所で，社会から孤立することなく，いきいきとした生活を送ることができるよう，
地域で支え合い，認め合い，ともに生きるまちづくりを推進するとともに，地域における住民主体の活
動等を支援することにより地域福祉の充実を図ります。

施策のポイント

○福祉３計画（地域福祉計画，高齢者総合計画，障害者総合計画）に基づく施策の有機的な連動によ
る展開
○地域共生社会の充実に向けた包括的な支援体制の構築
○地域福祉コーディネーターを中心とする地域におけるトータルケアの推進や住民主体による地域で
課題を解決する仕組みの充実
○専門的な人材育成と福祉サービスの担い手となる市民の育成・参画
○成年後見制度の利用の促進や更生支援の取組の推進
○新たな総合福祉センターの整備の推進

基本的取組の体系

重点共に支え合う地域福祉の推進施策06
地域におけるトータルケアの推進０6－１

住民主体の地域における支え合いの
仕組みづくり０6－2

基本計画事業

福祉人材育成事業の推進

地域福祉コーディネーターを中心とする包括的
な支援体制の構築３

地域福祉コーディネーターを中心とする包括的
な支援体制の構築[再掲]３
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現状と主要課題

○　市は，平成３０年３月に，地域福祉を推進するための指針として，自助，互助・共助，公助の連携による
地域づくりや地域ぐるみの福祉の進め方について，市の取組のほか，市民や地域が今後目指す方向等を定
めた「調布市地域福祉計画」を策定し，これに基づいて取組を進めています。
○　「調布市地域福祉計画」では，地域福祉に関する様々な課題の解決に向け，「地域福祉を担う人づくり」，「ふ
れあい，生きがい，支え合いの地域づくり」，「地域福祉の輪を広げるネットワークづくり」及び「安全・安
心して生活できる環境づくり」の４つの基本目標と，「地域におけるトータルケアの推進」，「住民が主体的
に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり」，「地域が一体となった災害対策の推進」の３つの重点施
策を掲げています。今後，「調布市民福祉ニーズ調査」の結果等を踏まえ，令和６年度を計画期間の初年
度とする次期地域福祉計画を策定し，地域共生社会の充実に向けた施策の展開を図る必要があります。
○　包括的な支援体制の構築を図るため，平成３０年１０月には，高齢，児童，障害，健康，教育など，各分
野の庁内所管部署や調布市社会福祉協議会，保健所等の関係機関で構成する「調布市相談支援包括化推
進会議」を設置しました。
○　複合的な生活課題を抱える市民や制度の狭間で苦しんでいる市民などに対し，様々な機関や団体と連携
しながら，課題の解決に向けた取組を行う地域福祉コーディネーターをこれまで段階的に配置し，令和元
年度には，８つの福祉圏域全てに配置しました。
○　現在，地域福祉コーディネーターを中心に，地域福祉における地域と行政，専門機関等とのネットワー
クの構築と地域の生活課題を解決する包括的な支援体制づくりを進めるとともに，住民が主体的に地域課
題を把握し，解決を試みる体制の構築を支援しています。
○　市は，住み慣れた地域の中で，市民一人一人が孤立することなく，お互いに支え合い，安心した生活が
送れるよう，交流の場づくりを進めるため，調布市社会福祉協議会が実施している「ひだまりサロン事業」
を支援しています。
○　成年後見制度の利用の促進について，多摩南部成年後見センターを共同運営している構成５市（調布市，
日野市，狛江市，多摩市及び稲城市）で協働して取り組むとともに，次期地域福祉計画を踏まえて，市の
取組を検討し，推進する必要があります。
○　令和４年１２月に策定した「調布市更生支援プラン（調布市再犯防止推進計画）」に基づき，犯罪をした
者等が地域社会の中で孤立することなく，再び地域社会の一員として生活を送ることが出来るよう，組織
横断的な連携の下，更生支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る必要があります。
○　国は，地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する，市町村の包括的な支援体制の構築を推
進するため，社会福祉法を改正し，令和３年４月に重層的支援体制整備事業を創設しました。
○　今後，複雑化・複合化した支援ニーズに的確に対応するため，重層的支援体制整備事業への移行により，
地域福祉コーディネーターを中心とする多機関協働の取組等を主要な取組の一つとして，相談支援等の充
実や地域における支え合いの仕組みづくりを推進する必要があります。
○　誰もが安心かつ快適な生活を営むことができ，進んで社会参加ができるよう，ユニバーサルデザインの
理念に基づく福祉のまちづくりを進めていくことが必要です。
○　総合福祉センターについては，令和４年２月に取りまとめた「総合福祉センターの整備に関する考え方」
に基づき，利用者や関係団体等の意見を踏まえながら，地域共生社会を充実するための総合的な福祉の
拠点となるよう整備・移転に向けた取組を進めていきます。
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基本的取組の内容

０６－１ 地域におけるトータルケアの推進

◆包括的な支援体制の構築
「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施する重層的支援体制
整備事業を組織横断的に推進する中で，地域福祉コーディネーターと相談支援機関等との連携により，多
機関協働による包括的な支援体制の構築を図ります。

◆相談支援機関のネットワークの構築とコーディネート機能の強化
８つの福祉圏域全てに配置した地域福祉コーディネーターを中心とし，複雑化・複合化した支援ニーズ
に的確に対応できるよう，地域と行政，専門機関等とのネットワークの構築と地域の生活課題を解決する
コーディネート機能の強化を図ります。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

地域福祉コーディネーターの新規相
談件数（個別支援）

４２９件
（令和３年度）

４７０件
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 27 重点３

事業名 地域福祉コーディネーターを中心とする包括的な支
援体制の構築 区分 継続 担当課 福祉総務課

事業の概要
地域福祉コーディネーターを中心として，重層的支援体制整備事業の取組のもと，複雑化 •複合化した支援ニーズ
に対応する多機関協働による相談支援等の充実等を図るとともに，地域課題に対する住民の主体的な取組等を支援
し，地域における支え合いの仕組みづくりを推進します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○地域福祉コーディネーターによ
る支援
○調布におけるトータルケアシス
テムの推進（重層的支援体制整
備事業に係る取組の実施）

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

事業費�
（百万円） 69 69 69 69
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０６－２ 住民主体の地域における支え合いの仕組みづくり

◆地域課題の解決力の強化
住民の身近な地域で，住民が主体的に地域課題を解決する支え合いの仕組みづくりについて，地域福
祉コーディネーターの活動を通じて，地域支え合い推進員や関係機関等との連携による支援を行います。
また，調布市福祉人材育成センターを中心とした担い手の発掘と育成及び専門性の向上を推進します。

◆住民主体の交流活動の場の充実
ひだまりサロン等の市民の主体的な交流活動の場の整備等を推進するとともに，地域活動やボランティ

ア活動等について，地域福祉コーディネーターやボランティアコーナー等が連携した支援により，各種活
動の活性化を図ります。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

地域福祉コーディネーターの新規相
談件数（地域支援）

３４８件
（令和３年度）

４５０件
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 27 重点３

事業名 地域福祉コーディネーターを中心とする包括的な支
援体制の構築【再掲】 区分 継続 担当課 福祉総務課

事業の概要
地域福祉コーディネーターを中心として，重層的支援体制整備事業の取組のもと，複雑化 •複合化した支援ニーズ
に対応する多機関協働による相談支援等の充実等を図るとともに，地域課題に対する住民の主体的な取組等を支援
し，地域における支え合いの仕組みづくりを推進します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○地域福祉コーディネーターによ
る支援
○調布におけるトータルケアシス
テムの推進（重層的支援体制整
備事業に係る取組の実施）

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

事業費�
（百万円） 69 69 69 69
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№ 28 重点１

事業名 福祉人材育成事業の推進 区分 拡充 担当課 障害福祉課

事業の概要
専門性を備えた地域の福祉人材の確保及び育成を総合的に推進することを目的とし，市内の福祉人材育成拠点の
運営を支援し，将来にわたって福祉 •介護ニーズに的確に対応できる人材を安定的に確保していく取組を実施しま
す。普及啓発に係る当事者講師の養成や，事業所の強度行動障害等への対応力の向上に取り組みます。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○福祉人材の育成
•福祉人材の養成
•専門性の向上
•市民参入に向けた普及啓発
•�事業所間•職員間のネットワー
ク形成

○医療的ケア研修の実施

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続
事業費
（百万円） 24 24 24 24

<ひだまりサロン> <福祉まつり>
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�施策の推進，成果向上の視点に関する取組の方向

デジタル技術の活用
○新型コロナウイルスの感染拡大などの社会状況の変化等を踏まえ，対面だけでなく，オンライン
を活用した交流・活動の場の確保に努めます。

共創のまちづくり
○様々な地域福祉活動の一端を担う民生委員・児童委員や関係機関との連携により，地域福祉の
向上を目指します。
○地域福祉コーディネーターや相談支援機関等との連携により，多機関協働による包括的な支援体
制を構築します。
○更生保護や青少年の健全育成などの活動を行っている団体と協力し，社会を明るくする運動を推
進します。
○住み慣れた地域で一人一人が孤立することなく，お互いに助け合い，安心した生活が送れるよう，
住民主体の交流活動の場の充実を図ります。
○専門性を備えた福祉人材の確保及び地域の福祉人材の育成を総合的に推進するため，調布市福
祉人材育成センターの運営を支援します。

フェーズフリー
○新たな総合福祉センターについては，フェーズフリーの考え方を踏まえて整備を進めます。
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施策０７ 高齢者福祉の充実

 
 目�的

対�象
意�図

おおむね６５歳以上の市民
住み慣れた地域で安心して生きがいを持ち，健康的に暮らし続けること
ができる

施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）

施策の方向

高齢になっても，住み慣れた地域で安心して生きがいを持って暮らし続けられるよう，住まい，医療，
介護，介護予防，生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化・推進を目指します。

施策のポイント

○地域包括ケアシステムの深化・推進
○自助・互助・共助・公助のバランスのとれた地域づくり
○８つの福祉圏域における第２層の地域支え合い推進員の配置の継続・拡充
○介護保険事業の円滑な運営と地域密着型サービスの整備
○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組の推進

基本的取組の体系

高齢者福祉の充実施策07
地域包括ケアのネットワークの強化０7－１

基本計画事業

認知症対策の充実３

生活支援の展開と介護予防の取組０7－2

介護保険事業の円滑な運営０7－3

地域包括支援センターの充実３

見守りネットワークの推進

介護予防・日常生活支援総合事業の展開３
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

重点
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現状と主要課題

○　団塊の世代の全てが後期高齢者となる令和７（２０２５）年以降，医療や介護に対する需要が更に増加す
ると見込まれています。このような状況下，国では，令和７（２０２５）年を目途に，介護が必要な状態となっ
ても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう，住まい・医療・介護・
介護予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を実現していくとしており，
各自治体では，令和７（２０２５）年に向けて，３年ごとの介護保険事業計画の策定・実施を通じ，地域の自
主性や主体性に基づき，地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを構築することが求められています。
○　厚生労働省の「令和４年版厚生労働白書」によると，我が国では令和７（２０２５）年には高齢者の５人に
１人に当たる約７００万人が認知症になると見込まれており，認知症は，今や誰もが発症しうる身近なものに
なっているとしています。
○　このような状況下，国は，令和元年６月に「認知症施策推進大綱」を策定しています。同大綱では，認
知症の発症を遅らせ，認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し，認知症の方や家
族の視点を重視しながら「共生 1」と「予防 2」を車の両輪とした施策の推進を基本的な考え方に据えていま
す。
○　市は，高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう，地域の中の関係団体や専門機関，行
政が連携し，地域包括ケアシステムの仕組みづくりを推進しています。また，サブセンターを含む市内　　
１０箇所の地域包括支援センターに認知症の人やその家族への相談支援や，医療・介護との連携コーディ
ネート役を担う「認知症地域支援推進員」を配置しています。
○　平成３０年２月に策定された高齢社会対策大綱では，「６５歳以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾
向は，もはや現実的なものではなくなりつつあり，７０歳やそれ以降でも，意欲・能力に応じた力を発揮で
きる時代が到来している」としたうえで，「意欲ある高齢者の能力発揮を可能にする社会環境を整える必要
がある」としています。
○　高齢者が住み慣れた地域の中で，自分らしい暮らしを最後まで送り続けることができるよう，今後も引き
続き，「地域包括ケアシステム」の深化・推進に努める必要があります。
○　今後，高齢社会の進行に伴って，要介護・要支援認定を受ける市民の数がさらに増加していくことが見
込まれます。それを防ぐ対策として，単に高齢者の運動機能や栄養状態といった個々の要素の改善だけを
目指すのではなく，心身機能の改善や環境調整などを通じ，個々の高齢者の生活機能（活動レベル）や
参加（役割レベル）の向上をもたらし，それによって一人一人の生きがいや自己実現のための取組を支援し，
生活の質の向上を目指す必要があります。
○　高齢者自身が地域社会を支える一員としていきいきと活躍できるよう，就業や社会活動へ参加する機会
の確保・充実に努める必要があります。
○　健康長寿を目指して，要支援，要介護状態にならないように，高齢者のニーズに合った介護予防事業を
推進していく必要があります。市は，平成２７年度から地域支え合い推進員を配置し，高齢者が主体的に
活動に取り組めるよう，体制整備を推進しています。

1　�認知症の人が，尊厳と希望を持って認知症とともに生きる，また，認知症があってもなくても同じ社会でともに生きること。
2　�認知症になるのを遅らせる，認知症になっても進行を緩やかにすること。
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基本的取組の内容

０７－１ 地域包括ケアのネットワークの強化

◆地域包括支援センターの機能強化
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう，地域包
括ケアを推進する中核機関として，地域との連携の強化を図るとともに，
福祉圏域の特徴に応じた地域包括支援センターの体制整備を推進しま
す。また，認知症地域支援推進員を継続配置し，在宅医療・介護連携
推進や認知症対策の実施に取り組みます。

◆医療と介護の連携強化
在宅療養を必要とする高齢者が安心して暮らせるよう，「ちょうふ在
宅医療相談室」の取組を充実し，高齢者の相談支援及び地域の医療と
介護の連携体制づくりや，地域と病院の連携強化を推進します。

◆在宅生活を支えるサービスの充実
在宅で生活する高齢者を支援するため，配食サービス，緊急通報システム等の提供を行います。また，
それらのサービスを周知し，利用を促進するほか，必要に応じて見直し・改善を図ります。

◆ケアラー（介護者）への支援
家族をはじめとした介護者（ヤングケアラーを含む）の身体的・精神的負担を緩和するための支援や関
係機関等との連携の強化を図ります。

◆認知症高齢者等への支援の充実
認知症になっても安心して暮らせるよう，認知症の当事者や家族と共に認知症への理解促進を啓発する

とともに，社会参加の体制整備や相談支援体制強化，ネットワークの構築を図ります。

◆見守りネットワークの推進
高齢者や障害者，生活困窮者が住み慣れた地域で安全・安心に暮らせるよう，地域全体で見守りを推進

する見守りネットワークの継続実施と，協定・協力団体との連携強化を図ります。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

地域包括支援センターの利用者の満
足度

８０.0％
（令和３年度）

９０.0％
（令和８（2026）年度）

<地域包括支援センター>
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基本計画事業
№ 29 重点３

事業名 地域包括支援センターの充実 区分 継続 担当課 高齢者支援室

事業の概要
高齢者の総合相談窓口として，包括的 •継続的ケアマネジメント支援や多様なネットワークを活用した介護予防，地
域の高齢者の実態把握や相談支援及び権利擁護などを行う地域包括支援センターの機能強化と適正な運営を図り
ます。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○地域包括支援センターの運営
○在宅医療 •介護連携事業の実施

○継続
○継続

○継続
○継続

○継続
○継続

事業費�
（百万円） 326 326 326 326

№ 30 重点３

事業名 認知症対策の充実 区分 継続 担当課 高齢者支援室

事業の概要
認知症の方や家族と共に認知症への理解促進を啓発するとともに，医療と介護の専門職の連携強化と対応力向上
を図り，認知症になってもできる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう，認知症対策の充
実を図ります。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○認知症ガイドブックの周知 •認
知症サポート月間における啓発
○認知症総合支援事業の実施
○認知症初期集中支援事業の実施
○認知症徘徊高齢者家族支援サー
ビス事業の実施
○認知症検診の実施，フォロー体
制の整備

○継続

○継続
○継続
○継続

○継続

○継続

○継続
○継続
○継続

○継続

○継続

○継続
○継続
○継続

○継続

事業費�
（百万円） 25 27 27 27

№ 31 重点１

事業名 見守りネットワークの推進 区分 継続 担当課 高齢者支援室

事業の概要 高齢者や障害者，生活困窮者等が住み慣れた地域で安全 •安心に暮らせるよう，地域全体での見守りを推進します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○見守りネットワークの実施（高齢
者支援室，地域包括支援セン
ター）
○協定団体，協力団体の拡充 •連
携強化

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

事業費�
（百万円） 42 44 44 44



142

０７－２ 生活支援の展開と介護予防の取組

◆社会参加と生きがいづくり
高齢者が地域と関わりながら，主体的に活動ができるように，常設の通いの場や居場所を運営する中間
支援組織と連携し，新しい生活様式にも対応した社会参加の促進を図ります。福祉施設等の整備に当たっ
ては，高齢者の社会参加や健康づくりの促進に資する機会の提供も併せて検討します。
また，高齢者の就労機会を提供する調布市シルバー人材センターへの支援を行います。

◆健康づくり・介護予防の推進
高齢者のデジタルデバイド解消に取り組むとともに，フレイ
ル予防事業の実施，多世代交流の場につながる常設通いの場
の整備を推進します。また，高齢者の健康寿命の延伸を目指し
た産学官連携での取組を進めます。その他，要支援・要介護
状態になるのを防ぐための介護予防事業の実施や，要支援者に
対する介護予防・日常生活支援総合事業によるサービス提供を
推進します。

◆支え合いの地域づくりの推進
高齢者の生活支援・介護予防サービスを地域の支え合いにより提供していくため，福祉圏域に配置した
地域支え合い推進員が住民ニーズを把握しながら，支え合いの地域づくりを推進します。

◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
東京都後期高齢者医療広域連合との連携を図るとともに，庁内組織の横断的な取組の下，高齢者の健
康課題に応じたきめ細かな支援を行うため，保健事業と介護予防の一体的な取組を推進します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

就労を含む社会参加している高齢者
の割合

５０.0％
（令和３年度）

７０.0％
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 32 重点３

事業名 介護予防・日常生活支援総合事業の展開 区分 継続 担当課 高齢者支援室

事業の概要
高齢者が要介護状態にならずに，地域で元気に暮らしていけるよう，高齢者ニーズに合った介護予防 •フレイル予
防事業を推進します。日常生活支援総合事業については，多様な主体によるサービス提供をするとともに，普及啓
発に取り組みます。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○一般介護予防事業の実施
○介護予防 •日常生活支援総合事
業の実施
○生活支援体制整備事業の実施
•地域支え合い推進員の拡充

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

事業費
（百万円） 571 577 577 577

<シニア向けスマートフォン講座>
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№ 33 重点３

事業名 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 区分 新規 担当課 保険年金課，高齢者支
援室，健康推進課

事業の概要
高齢者の心身の多様な課題に対応し，健康寿命の延伸と生活の質の向上を図るため，健診結果，医療レセプト及び
介護レセプトから高齢者の健康課題を把握し，家庭訪問や通いの場への積極的関与等を通じて，必要な医療や介護
サービス等への橋渡しやフレイル予防に取り組みます。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○健康課題の明確化による支援内
容の検討 •実施

○個別的支援
（ハイリスクアプローチ）
○通いの場等への積極的な関与等
（ポピュレーションアプローチ）
○推進連絡会等の開催

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○健診データ•医療レセ •介護レ
セによるデータ分析
○継続

○継続

○継続

○健康課題の明確化

○継続

○継続

○継続
事業費
（百万円） 2 3 9 3

０７－３ 介護保険事業の円滑な運営

◆介護保険事業の円滑，適正な運営
適切な要介護認定に取り組むとともに，利用者への情報提供や支援，介護サービスの質の向上，介護
給付の適正化，介護保険サービスの利用者負担軽減を図り，介護保険事業の円滑な運営を推進します。

◆地域密着型サービス 1 等の整備
市内におけるサービスの需要と供給のバランスに配慮しながら，地域密着型サービス等の基盤整備を促
進します。

◆サービスの質の向上への取組
利用者が安心してサービスを受けることができるよう，関係機関との連携の強化や介護人材の確保・育
成を支援します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

要介護認定申請から決定までの日数 ４４.５日
（令和３年度）

３８.１日
（令和８（2026）年度）

●その他の主な事業
　・地域密着型サービスの整備
　・要介護（要支援）認定

1　�高齢者が認知症や介護が必要になっても可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援するサービス。介護事業者を指定
する権限は市町村にあり，利用対象は原則住民のみ。
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�施策の推進，成果向上の視点に関する取組の方向

デジタル技術の活用
○リアルとオンラインを組み合わせた健康増進プログラムの実施や，同世代・多世代での対面での
交流機会創出を通じて，高齢者の健康増進やデジタルデバイド解消につなげるＣＤＣ（調布・デ
ジタル・長寿）運動の取組を，産学官連携により推進します。
○様々な分野でのデジタル化が進む中，「誰一人取り残されない」デジタル社会の実現を目指すた
め，高齢者のデジタルデバイド解消に取り組みます。
○介護予防体操（１０の筋力トレーニング）のオンライン配信など，デジタル技術やデータを活用し
たフレイル予防・交流・相談支援等に取り組みます。
○一人一人の困りごとに応じた適切なプランの作成やケアマネージャー業務の負担軽減のため，ケ
アプラン作成におけるデジタル技術の活用について検討します。

共創のまちづくり
○高齢者が元気で生きがいを持って自立した生活が送れるよう，既存の商業施設等の営業時間外を
活用して高齢者健康づくり事業を実施します。　　
○地域福祉コーディネーターや相談支援機関等との連携により，他機関協働による包括的な相談支
援体制を構築します。
○地域における自治会や商店会等の協力を得て，高齢者等を地域で周囲から見守り，見守りネット
ワーク「みまもっと」を市内全域で展開し，見守り体制を構築します。　　
○リアルとオンラインを組み合わせた健康増進プログラムの実施や，同世代・多世代での対面での
交流機会創出を通じて，高齢者の健康増進やデジタルデバイド解消につなげるＣＤＣ（調布・デ
ジタル・長寿）運動の取組を，産学官連携により推進します。
○高齢者の就労機会を提供する調布市シルバー人材センターへの支援を行い，高齢者の就業機会
を拡大するほか，関係機関や民間とも連携し，高齢者の生活を豊かにする幅広い情報を提供しま
す。
○高齢者のデジタルデバイド解消の取組として，民間と連携し，スマートフォンの操作方法等を教え
る講習会を実施します。

フェーズフリー
○高齢者福祉施設においては，フェーズフリーの考え方を取り入れた運営を行います。
○災害時の避難生活等での健康悪化を防止するため，フレイル予防や市民の交流等各種取組を推
進します。

<CDC事業>
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施策０８ 障害者福祉の充実

目�的 対�象
意�図

障害のある市民とその家族
安心して暮らし，社会に参加することができる

施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）

施策の方向

障害のある市民に対する一人一人のニーズとライフステージに応じた切れ目ない支援により，共に暮
らす地域社会の充実を目指す中で，その人らしい自立した生活の実現を図ります。

施策のポイント

○多様な形態の通所施設やグループホーム等の整備
○一人一人のニーズ，ライフステージに応じた支援や障害者と家族を地域の中で支える体制づくり
○障害児・者のスポーツ活動，余暇活動の充実
○障害理解の推進と障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の充実

基本的取組の体系

障害者福祉の充実施策08
包括的な支援体制の充実０８－1

基本計画事業

発達障害児支援事業

一人一人にあった就労・社会参加
支援の充実０８－2

住み続けられる地域づくり０８－3

障害児・者医療的ケア体制支援事業３

障害者の就労支援３

重度障害者施設の整備３

余暇活動支援の充実

障害者グループホームの整備

重点
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現状と主要課題

○　令和３年６月に「障害者差別解消法」が改正され，事業者による合理的配慮の提供が義務化されるとと
もに，国及び地方自治体の連携強化の責務の追加や，障害を理由とする差別を解消するための支援が強
化されました。同年９月には「医療的ケア児支援法」が施行され，医療的ケア児・者やその家族への支援は，
医療，福祉を始めとする多職種が連携し，社会全体で支えていくことが定められました。また，東京都は，
令和４年９月に「手話言語条例」を施行し，手話を必要とする方の意思疎通を行う権利を尊重し，手話につ
いて理解を深めるよう努めることとしました。これらのことから，障害の有無に関わらず誰もが安心して生
活することができる社会を目指す取組が，市にも求められています。
○　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として，市民一人一人が障害者に寄り添
う心を持ち，手を取り合って暮らせる共生社会の充実に向けて，「パラハートちょうふ」を標ぼうし，様々な
取組を実施しています。また，令和３年度からは，毎年１２月を「パラハート月間」と位置付けて啓発活動
に取り組んでいます。引き続き，市民における障害理解の促進を図る必要があります。
○　障害者相談支援事業所やこころの健康支援センターの窓口等において，相談支援に取り組んでいるほか，
障害者就労支援センター「ちょうふだぞう」及び就労支援室「ライズ」において，障害者の就労支援や生
活支援など，幅広い支援を実施しています。また，重度障害者等のグループホームを計画的に開設する等，
障害者グループホームの整備に取り組んでいます。就労支援を受けて就労している障害者が増えつつあ
る中，令和４年の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により，障害者の雇用率の算定基準が緩和さ
れる見通しであり，より多くの障害者が働ける社会を目指して，引き続き，就労支援体制の充実を図って
いく必要があります。��

＜障害者相談支援事業，こころの健康支援センターの相談利用者数＞
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○　障害者の一般就労が進む一方で，離職した障害者への再就職支援が必要になっているほか，一般就労
に向けた準備として，生活面や社会的スキルを身に付けることができる環境が求められています。
○　障害のある方が自分らしく，自立した生活を送り続けることができるよう，日中活動の場の確保や生きが
いづくり，社会参加を促進するため，地域の中での支え合いが必要とされています。
○　障害のある方は，障害種別によって希望する医療機関の受診が限られてしまう状況があるため，障害者
地域自立支援協議会において，医療と福祉の相互理解について検討を開始しています。
○　医療技術の発展や，障害福祉サービス等が充実したことで，より多くの重度知的障害者や重症心身障害
者が地域で生活できるようになった一方で，これらの方を受け入れられる日中活動の場やショートステイ施
設が不足しています。今後も特別支援学校の卒業生の増加が見込まれることから，新たな施設整備が必
要となっています。
○　障害のある方が住み慣れた地域で安心して日常生活を送り続けることができるよう，グループホームな
どの多様な居住の場を確保していく必要があります。また，障害者の高齢化や「親亡き後」を見据えた，
地域で安心して暮らし続けられる体制づくりが必要です。
○　障害者の地域生活の充実のため，施設等を利用していない夕方以降や休日などに，余暇を楽しむことが
できる場や機会の確保が必要です。
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基本的取組の内容

０８－１ 包括的な支援体制の充実

◆相談等支援体制の強化
基幹相談支援センターを中心とした相談支援事業所のほか，こころの健康支援センターや，子ども発達

センター等と情報や課題を共有するなど，連携体制を強化するとともに，相談支援の質の向上を推進しま
す。また，緊急時に適切なサポートが受けられるよう，相談窓口の設置，緊急時のショートステイ等，地域
生活支援拠点としての機能の充実を図ります。あわせて，障害者虐待の未然防止や早期発見，迅速な対
応など，関係機関等と連携した障害者虐待防止の取組を推進します。

◆障害福祉サービスによる生活支援
ホームヘルプ，通所施設，ショートステイ等の日常生活の支援や，コミュニケーション支援の充実など，
障害者のニーズに基づき，きめ細かなサービスを提供します。

◆医療的ケアへの支援体制の整備
医療的ケアを必要とする障害児・者への支援のため，関係機関との連携のほか，看護職による医療と福
祉両面からのコーディネートやサービス事業所の受入れ，対応等の支援を強化します。また，相談支援業
務に従事する職員における，医療的ケア児コーディネーター養成研修の受講を進めます。

◆障害のある家族がいる家庭への支援
障害児・者とその家族の負担の軽減を図り，障害者とその家族が安心して暮らすことができるよう支援

します。

◆発達相談及び早期療育体制の充実
障害や発達の遅れ，かたより及びそのおそれのある子どもについて，子ども発達センターを中心とする
支援体制の充実を図るとともに，早期に適切な療育へつなげます。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

障害者相談支援事業，こころの健康
支援センターの相談者数

２,０３５人
（令和３年度）

２,２００人
（令和８（2026）年度）

子ども発達センターの相談件数 延べ１,２２５件
（令和３年度）

延べ１,５００件
（令和８（2026）年度）
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基本計画事業
№ 34 重点３

事業名 障害児・者医療的ケア体制支援事業 区分 継続 担当課 障害福祉課
子ども発達センター

事業の概要
医療的ケアを必要とする障害児 •者や重症心身障害児 •者と，その家族の支援のため，看護職による医療と福祉の
両面におけるコーディネート等の実施や医療的ケア児支援関係機関連絡会における連携と併せて，家族の負担軽減
を図るための訪問看護師による在宅レスパイト事業を行います。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○障害児 •者医療的ケア体制支援
事業の実施（相談支援，医療 •
福祉間のコーディネートなど）
○重症心身障害児 •者在宅レスパ
イト等支援事業の実施
○医療的ケア児支援関係機関連絡
会及び実務者会の開催

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

事業費�
（百万円） 6 6 6 6

№ 35 重点１

事業名 発達障害児支援事業 区分 継続 担当課 子ども発達センター

事業の概要 子どもの障害や発達の遅れ，かたよりについて，保護者や子ども施設からの相談に応じ，早期に適切な療育へつなげるとともに，子どもの状況に応じた専門的かつ適切な療育を行います。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○児童発達支援センターの運営
•通園事業の安全で適切な療育
の実施
•�緊急一時養護事業及びリフ
レッシュ支援事業の継続
•発達相談コーディネーターの
配置による相談体制強化継続
•巡回支援等の子ども施設支援
継続
•障害児福祉計画（令和６年度
～）の策定

○継続 ○継続 ○継続

事業費�
（百万円） 317 317 317 317

０８－２ 一人一人にあった就労・社会参加支援の充実

◆障害者の就労支援及び就労定着支援の充実
より多くの障害者が就労できる社会を目指し，新たな障害者就労支援拠点となる通所施設を整備します。
また，障害者就労支援センターを中心に，関係機関等と連携を図り，障害者の就労と定着を支援するとと
もに，障害者を雇用する事業者への支援を通じて，一人一人の状況に合った働き方の実現につなげます。

◆余暇活動支援の充実
重度の障害者でも運動やスポーツができる場や機会を増やすことで，障害児・者の余暇の充実を図りま

す。
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まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

障害者就労支援センターの支援を受
けている年度末の継続就労者数

４１０人
（令和３年度）

４７０人
（令和８（2026）年度）

通所施設を利用している障害者数 １,５３０人
（令和３年度）

１,７００人
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 36 重点３

事業名 障害者の就労支援 区分 拡充 担当課 障害福祉課

事業の概要
障害者が一般就労し，安心して働き続けることができるよう，身近な地域において就労面及び生活面の支援を一体
的に行うことで，障害者の就労の促進を図り，自立と社会参加につなげます。障害の種別や重さに関わらず，より
多くの障害者が働けるよう，支援体制の充実に取り組みます。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○就労支援の実施
○（仮称）ワークライフカレッジちょ
うふの開設準備

○継続
○（仮称）ワークライフカレッジちょ
うふの開設 •運営

○継続
○継続

○継続
○継続

事業費
（百万円） 87 116 118 118

№ 37 重点１

事業名 余暇活動支援の充実 区分 拡充 担当課 障害福祉課

事業の概要 障害者が，就労や通所施設での日中活動以外で，平日夕方以降や休日などに活動できる場所や機会の充実を図ります。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○日中一時支援事業の実施
○余暇活動支援事業（ほりで～ぷ
らん）の実施
○フットサル事業の実施

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

事業費
（百万円） 20 20 20 20

<フットサル事業>



151

第
第
目
標
3

第
3
編第

第
第
第
計
画

施
第
08第
障
害
者
福
祉
第
充
第

０８－３ 住み続けられる地域づくり

◆重度障害者施設の整備
医療的ケアを含む重症心身障害者や重度知的障害者も受入れ可能な施設の整備を推進し，社会参加の
促進を図ります。

◆地域生活に向けた基盤整備
障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう，多様な形態のグループホームの設置・運営

を支援するとともに，地域における居住の場の確保を図ります。

◆共生社会の充実に向けた取組の推進
障害の有無に関わらず，地域で交流しながら共生できる社会を充実させていくため，パラリンピックレガ

シーを継承しながら，更なる障害理解の促進や障害者差別解消法の普及啓発を推進します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

障害者が住みやすい地域だと感じて
いる割合

７６.５％
（令和４年度）

８０.０％
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 38 重点１

事業名 障害者グループホームの整備 区分 継続 担当課 障害福祉課

事業の概要 障害者の地域での自立した生活を支援するため，グループホームの整備を促進します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○民間グループホームの開設支援
○重度障害者等グループホームの
運営支援（４箇所）

○継続
○継続

○日中支援型グループホーム開設
（誘致含む）の検討

○継続
○継続

○継続

○継続
○重度障害者等グループホームの
運営支援（５箇所）

事業費�
（百万円） 38 38 38 47
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№ 39 重点３

事業名 重度障害者施設の整備 区分 新規 担当課 障害福祉課

事業の概要 医療的ケアを含む重症心身障害者や重度知的障害者も受入れ可能な施設の整備を進めるとともに，安定した運営が行えるよう支援します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○（仮称）第２まなびや
•施設整備

○（仮称）基地跡地福祉施設
•事業者と３市（三鷹市 •府中
市 •調布市）の協定締結

○継続
•�開設 •運営

○継続
•建物建設（３市による財政支
援）

○継続

○継続
•�開設 •運営（３市による財政
支援）

○継続

○継続

事業費
（百万円） 347 471 291 363

�施策の推進，成果向上の視点に関する取組の方向

デジタル技術の活用
○障害者の生活の利便性向上を目指し，障害者を支援するデジタル機器の活用を検討することと併
せて，障害者施設等に対して機器の活用に関する情報提供を行います。

共創のまちづくり
○障害者が安心した生活を送れるよう，相談支援事業所等関係機関との連携による相談等支援体
制を強化します。
○障害者施設等やFC東京との連携のほか，地域ボランティアも活用しながら，障害児・者の余暇
活動の機会の充実を図ります。
○障害者就労支援センターを中心に，関係機関等と連携を図り，障害者の就労と定着を支援します。

フェーズフリー
○避難行動要支援者名簿について，消防，警察等の関係機関や協定締結に基づく地域組織へ提供し，
要支援者に対する災害時の支援体制の構築を推進します。
○災害時における円滑な対応を実現するため，ちょうふ災害福祉ネットワークを通して障害者施設と
連携します。
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施策０９ セーフティネットによる生活支援

目�的
対�象
意�図

生活困窮者，生活保護受給者
自立して生活を送ることができる
健康で文化的な生活を送ることができる

施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）

施策の方向

生活保護に至る前の生活困窮者の早期把握に努め，個々の状態に応じた適切な支援を行うとともに，
生活保護制度の適正な運用により健康で文化的な最低限度の生活を保障し，自立に向けて継続的な支
援を実施していきます。

施策のポイント

○生活保護に至る前の生活困窮者に対する自立支援や低所得者・離職者支援の推進
○生活保護制度の適正な運用
○生活保護受給者の就労支援及び日常生活や社会生活における自立支援の充実
○関係機関との連携による生活困窮者の相談対応

基本的取組の体系

セーフティネットによる生活支援施策０９
生活困窮者の自立支援０９－1

基本計画事業

自立支援事業の充実生活保護制度に基づく適正な保護と
自立支援０９－2

生活困窮者自立支援事業
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現状と主要課題

○　国は，平成２７年４月１日から，「現在は生活保護を受給していないが，生活保護に至るおそれがあり，自
立が見込まれる人」を対象に，困りごとに関わる相談に応じ，安定した生活に向けて仕事や住まい，子ど
もの学習など様々な面で支援することを目的とした「生活困窮者自立支援制度」を開始しています。
○　現在，市は，ワンストップ型相談窓口「調布ライフサポート」において，相談や就労支援等を一体的に
実施しているほか，離職等により経済的に困窮した方が「住居確保給付金」制度を活用できるよう支援し
ています。
○　子どもの貧困の連鎖を防止するため，子ども・若者総合支援事業「ここあ」において，生活困窮世帯や
生活保護受給世帯の中学生を対象とした学習支援に取り組んでいます。また，令和２年度からは，調布市
社会福祉協議会と連携し，生活困窮者の相談窓口として「調布市生活ほっとあんしん相談事業」を実施し
ています。
○　市は，「漏給防止」，「濫給防止」，「自立支援」を柱に，生活保護の適正な実施と生活困窮者の自立に向
けた支援に取り組んでいます。平成３０年以降，生活保護の受給世帯数は増加傾向が続いており，世帯類
型別に見ると，高齢者世帯及び障害者世帯が一貫して増え続けているのが特徴です。

＜生活保護世帯数・人員数・保護率の推移＞ ＜世帯類型別被保護世帯数の推移＞
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○　高齢化の進行や今般の物価高騰等の影響により，市においても生活に困窮する方が更に増加することが
懸念されます。そのため，今後も引き続き，生活保護制度の適正な運用に努めるとともに，生活に困窮す
る市民の社会的・経済的な自立を促進するための取組の充実強化を図る必要があります。

基本的取組の内容

０９－１ 生活困窮者の自立支援

◆生活困窮者に対する自立相談支援
生活困窮者からの相談へのきめ細かな対応及び相談体制の強化を図るとともに，各種事業の周知に努

めます。また，ワンストップ型相談窓口「調布ライフサポート」において，生活困窮者の相談支援のほか，
支援プランの作成や就労支援を実施します。

◆生活困窮者に対する就労準備支援
就労に従事する準備が必要な方に対しては，基礎能力形成のために，生活リズムを整える等の日常生活

自立・社会生活自立に向けて就労準備支援を行います。
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◆生活困窮者に対する家計改善支援
家計収支の均衡がとれていない等，家計に課題を抱える方に対し，相談者とともに家計の状況を明らか

にして家計の改善の意欲を引き出し，助言・指導等を行うことで，家計管理力を高め，生活再生に向けた
支援を行います。

◆生活困窮者に対する住居確保給付金の支給
離職等により生活に困窮し，求職活動を行っている方に対して，家賃相当額の給付を行うとともに，自立

に向けた支援を行います。

◆生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援
生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を行うとともに，生活困窮世帯の
子どもとその保護者に対する生活面も含めた支援の充実を図るなど，貧困の連鎖防止や自立促進のため
の取組を推進します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

就労支援対象者のうち，就労・増収
した者の割合

８６.１％
（令和３年度）

９０.０％
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 40 重点１

事業名 生活困窮者自立支援事業 区分 継続 担当課 生活福祉課

事業の概要 経済的に困窮し，最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方の自立を支援するため，生活困窮者の早期把握に努め，本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○生活困窮者自立支援事業の実施
•自立相談支援機関の運営
•住居確保給付金の支給
•就労準備支援事業の実施
•家計改善支援事業の実施 •拡
充
•子どもの学習支援事業の実施

○検証を踏まえた事業の実施
○生活困窮者支援団体への支援

○継続
•継続
•継続
•継続
•家計改善支援事業の実施

•継続

○継続
○継続

○継続
•継続
•継続
•継続
•継続

•子どもの学習支援事業の実施
•拡充の検討

○継続
○継続

○継続
•継続
•継続
•継続
•継続

•�子どもの学習支援事業の実
施，検討を踏まえた取組

○継続
○継続

事業費�
（百万円） 93 93 93 93
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０９－２ 生活保護制度に基づく適正な保護と自立支援

◆生活保護制度の適正運用の推進
生活が困窮している市民にとっての最後のセーフティネットとして，生活保護制度を適正に運用するとと

もに，医療扶助の適正化や資産調査等の取組の強化を図ります。

◆就労支援の充実
ケースワーカーや専門支援員がハローワーク等の関係機関と連携を図り，生活保護受給者の就労に関す

る相談・支援を強化します。

◆社会的な自立に向けた体制づくりの推進
ケースワーカーが関係機関と連携し，きめ細かな訪問活動を行うほか，自立支援プログラム等の支援を
実施します。また，調布市社会福祉協議会との連携強化による支援体制の充実を図りながら，生活保護受
給者の自立を促します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

就労支援事業等の参加者のうち，就
労・増収した者の割合

３３.９％
（令和３年度）

５０.０％
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 41 重点１

事業名 自立支援事業の充実 区分 継続 担当課 生活福祉課

事業の概要 生活保護受給者の自立に向けて，自立阻害要因を把握したうえで，自立支援プログラムを策定します。プログラムを適用することにより，必要な経済的自立，日常生活自立，社会生活自立に向けた支援を行います。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○経済的自立に向けた支援
•就労支援員による支援
•就労や就労意欲形成に関する
支援

○日常生活自立に向けた支援
•金銭管理 •健康管理に関する
支援

○社会生活自立に向けた支援
•次世代育成，地域生活移行等
に関する支援

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

事業費�
（百万円） 65 64 64 65
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�施策の推進，成果向上の視点に関する取組の方向

デジタル技術の活用
○新型コロナウイルスの感染拡大など社会状況の変化等を踏まえ，対面だけでなく，オンラインを
活用した相談支援の実施に努めます。
○マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認等システムを活用し，医療扶助制度の適正化
を図ります。

共創のまちづくり
○調布市社会福祉協議会に委託してワンストップ型相談窓口を設置し，相談支援や個別プランの作
成，連絡調整等を行い，生活困窮者の自立を支援します（調布ライフサポート）。
○地域の多様な主体による支え合いの推進に向け，地域福祉コーディネーターをはじめ，地域包括
支援センター，地域支え合い推進員，民生委員，こころの健康支援センター等の関係機関と連携
を図り，生活困窮者の自立した生活を支援します。
○調布子ども・若者総合支援事業「ここあ」では，学生ボランティアを活用し，困難を抱える子ども・
若者に対する学習支援や生活支援などを行います。

フェーズフリー
○災害時（後）も生活困窮者への迅速な対応が可能となるよう，生活保護の業務を担うケースワー
カーの育成を進めます。

<子ども・若者総合支援事業「ここあ」>
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施策１０ 雇用・就労の支援

目�的 対�象
意�図

就労者，就労希望者，事業所
就労していきいきと暮らすことができる

施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）

施策の方向

国，東京都等の関係機関や近隣自治体等と連携し，個々に応じた雇用・就労を支援します。また，
市内事業者の福利厚生の向上を促進します。

施策のポイント

○調布国領しごと情報広場への運営参画
○ちょうふ若者サポートステーションや国・東京都の関係機関，近隣自治体との連携の推進
○地域経済対策会議での意見交換や他自治体の事例等を踏まえた，雇用に関する支援策の検討

基本的取組の体系

雇用・就労の支援施策１０
雇用・就労に向けた支援１0－1

基本計画事業

雇用・就労の支援

就労者に対する支援１0－2
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現状と主要課題

○　総務省の「労働力調査（基本集計）２０２１年の平均結果」によると，労働力人口（１５歳以上人口のうち，
就業者と完全失業者 1を合わせた人口）は，令和３年平均で６,８６０万人と，前年に比べ８万人減少（２年連
続の減少）しています。また，男女別に見ると，男性は２０万人の減少，女性は１３万人の増加となっています。

○　一方，就業者数は，令和３年平均で６,６６７万人と，前年に比べ９万人の減少（２年連続の減少）となっ
ています。男女別にみると，男性は２２万人の減少，女性は１２万人の増加となっています。
○　就業者を産業別に見ると，「宿泊業，飲食サービス業」は令和３年平均で３６９万人と，前年に比べ２２万
人の減少，「建設業」及び「生活関連サービス業，娯楽業」は１０万人の減少となっています。

○　令和３年３月に障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され，企業の障害者法定雇用率が２．３％となっ
たほか，障害者雇用義務の対象となる事業所が，従業員４３.５人以上の事業所に拡大されました。
○　市は，雇用・就労に向けた支援として，国・東京都の関係機関との連携により，「調布国領しごと情報広
場」を運営し，専門のスタッフが求人条件や就職に関する相談，応募を希望する企業への面接日の調整等
の連絡，問い合わせを行っています。また，働くことに悩みを抱える１５～４９歳までの若者を対象に，就職
活動セミナーや就労に向けた様々なサービスを提供する「ちょうふ若者サポートステーション」を運営して
います。

○　ハローワーク府中（府中公共職業安定所）の出先機関である「調布国領しごと情報広場」における就職
件数は，新型コロナウイルスの感染拡大によるセミナー等の中止が大きく影響し，令和２年度以降，大幅
に減少しているものの，全体の就職者に対する市内在住者の割合は，目標値以上を維持している状況にあ
ります。また，「ちょうふ若者サポートステーション」の令和元年度から令和３年度の総来場者数は２,７７０人，
総進路決定者数は２４４人となっています。

＜「調布市国領しごと情報広場」における市内在住者の就職者数（単位：人）＞
888 855 831 814

539 534
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○　調布国領しごと情報広場内の「マザーズコーナー」では，子育てしなが
ら就職を目指す方のために，子どもと一緒に安心して相談ができる環境を
整えています。女性の就業者が増加していることを踏まえて，今後も引き
続き，子育てしながら働きたい方への支援を継続していく必要があります。
○　新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって，近年，全国的に宿泊業
や飲食サービス業を中心として，厳しい雇用情勢が続いている中，市にお
いても生活困窮に陥る方や失業する若者等の増加が懸念されます。そのた
め，今後も引き続き，国・東京都の関係機関や近隣自治体との緊密な連携
を図りながら，個々の状況に応じたきめ細かな雇用・就労支援に努める必
要があります。
○　市内中小企業等の就労者を支援するため，今後も引き続き，調布市勤労
者互助会の活動を支援するとともに，同互助会への加入促進を図っていく必要があります。

1　�当該調査の期間内に，収入を伴う仕事をしなかった者のうち，仕事に就くことが可能であって，かつ公共職業安定所（ハローワーク）
に申し込むなどして積極的に仕事を探していた者。

<マザーズコーナー>
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基本的取組の内容

１０－１ 雇用・就労に向けた支援

◆調布国領しごと情報広場による就労支援
様々な求人情報や職業相談，職業紹介，職業訓練に関する相談をはじめ，生活保護受給者，障害者，

ひとり親家庭などの就労を支援するため，ハローワーク府中と連携して，「調布国領しごと情報広場」の運
営に参画し，セミナー・教室，面接会等の開催に取り組みます。

◆就労支援セミナー，就職面接会の実施
ハローワーク府中や東京しごとセンター多摩等の関係機関と連携し，就労支援セミナーや就職面接会の
開催情報等，雇用・就労に関する情報提供による支援機会の充実を図ります。

◆若者の職業的自立，就労の支援
仕事に対する不安や悩みを抱えている若者がいきいきと働けるよう「ちょうふ若者サポートステーション」
の職場体験事業の実施への協力に取り組みます。また，関係機関と連携し，若者向けの就労支援セミナー
を実施し，就労支援とともに市内中小企業等の人材確保を支援します。

◆子育てしながら働きたい方への就労支援
調布国領しごと情報広場内の「マザーズコーナー」における保育付き就労セミナーの共催や，就職活
動用スーツの貸出を行うとともに，就職支援セミナーやパソコン教室の開催を支援します。

◆高齢者，障害者，低所得者等の就労支援
高齢者の働く機会の確保や障害者の雇用促進に関する支援制度，ちょうふ就職サポート等との連携によ

る生活保護受給者の自立支援など，各種支援制度や関係施設との連携促進を図るとともに，参加対象者
を広げたセミナーを開催します。

◆民間事業者と協力した高齢者等の就労支援
民間事業者や関係機関との協働による高齢者等の就労支援事業を展開します。

◆雇用・就労情報の積極的な提供
国や東京都による雇用・就労情報を含め，市報・市ホームページ等を通じた情報提供による支援機会の
充実を図ります。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

「調布国領しごと情報広場」全体の就
職者における市内在住者の割合

６７.０％
（令和３年度）

７０.０％
（令和８（2026）年度）

<調布国領しごと情報広場>
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基本計画事業候補
№ 42 重点１

事業名 雇用・就労の支援 区分 継続 担当課 産業振興課

事業の概要
ハローワーク府中との連携事業として，「調布国領しごと情報広場」の運営に参画し，就職に関する相談や情報提供
など，地域住民や事業所の求人 •求職のニーズに対応した就労を支援します。また，ちょうふ若者サポートステーショ
ン事業を通して，働くことに悩みや不安を抱える若者の就労や自立を支援します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○ハローワーク府中と連携した就
労支援の実施
○就労セミナーや合同就職面接会
の開催
○若者に対する就労や自立の支援

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

事業費
（百万円） 3 3 3 3

１０－２ 就労者に対する支援

◆就労者への支援
関係機関と連携して，労働セミナーや街頭労働相談の開催，ポケット労働法の発行など，労働問題への
対応や労働関連法の知識習得を支援します。また，悩みの内容に応じて，専門機関を案内し，労働問題へ
の相談に対応するなど，就労者に対する支援を行います。

◆市内事業者の福利厚生の支援
市内中小企業で働く方々の福利厚生を支援するため，調布市勤労者互助会の活動支援や加入の促進を
図ります。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

勤労者互助会の会員数 ３,４４６人
（令和３年度）

３,５００人
（令和８（2026）年度）

�施策の推進，成果向上の視点に関する取組の方向

デジタル技術の活用
◯国や東京都による雇用・就労情報を含め，市報・市ホームページだけでなく，ＳＮＳなどデジタル
技術を活用したより効果的な情報発信に取り組みます。
◯各種相談やセミナーの開催のオンライン化を検討するなど，支援機会の充実を図ります。

共創のまちづくり
◯高齢者，障害者，低所得者等，参加対象者を広げたセミナーを開催し，自立・就労支援機会の
充実を図ります。
◯民間事業者や関係機関との協働による高齢者等の就労支援事業を展開します。
◯調布市勤労者互助会との連携により，市内中小企業で働く方々の福利厚生の支援に取り組みます。
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３－２　自分に合った健康づくりを通して，心地よく過ごせるまち【健康づくり】

施策１１ 生涯を通した健康づくり

目�的
対�象
意�図

市民
生涯にわたり健康な生活を送ることができる
身近な地域で安心して医療を受けられる

施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）

施策の方向

市民が主体的に取り組む地域健康づくりや疾病予防を推進するとともに，疾病の早期発見・早期治
療体制及び重症化予防の充実を図ります。また，医療保険制度改革に適切に対応した保健行政の推進
を図ります。

施策のポイント

○健康づくりプラン及び食育推進基本計画に基づく健康づくりと食育の推進
○生涯を通じた歯と口腔の健康づくりの推進
○３師会（調布市医師会・調布市歯科医師会・調布市薬剤師会）との連携による全庁的な受動喫煙防
止対策の推進
○市民や関係機関等との連携強化による自殺対策の総合的・効果的な推進
○新型コロナウイルス感染症など，今後における感染症への適切な対応
○高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取組の推進
○国民健康保険データヘルス計画に基づく取組の推進

基本的取組の体系

生涯を通した健康づくり施策１１
からだとこころの健康づくりの推進１1－1

基本計画事業

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施[再掲]

疾病の早期発見・早期治療体制・
重症化予防の充実１1－2

国民健康保険事業等の実施１1－3

歯と口腔の健康づくり

総合的ながん対策の推進３

国保ヘルスアップ事業の推進

重点
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現状と主要課題

○　健康寿命は，健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間です。市における６５歳の
健康寿命について，要支援１以上の認定を受けるまでの平均自立期間で算出した場合，男性は平成２２年の
８０.９７年から令和２年の８１.６４年と０.６７年延伸し，女性は，平成２２年の８２.１９年から令和２年の８３.０２
年と０.８３年の延伸となっています。平均寿命の延伸に伴い，今後，市においても供給量を大きく上回る
形で医療・介護サービスの需要の増大が予測される中，平均寿命と健康寿命の差を縮め，健康な期間を
延ばすための取組の重要性がより一層増していくと考えられます。
○　市は，現在，「調布市民健康づくりプラン（第３次）・調布市食育推進基本計画（第３次）」に基づき，庁
内で連携を図りながら，市民の自主的な健康づくり活動に対する支援や学校，保育園，幼稚園，企業等と
連携した食育の取組を推進しています。近年，自分が健康だと感じている市民の割合は，今般の新型コロ
ナウイルスの感染拡大の影響もあり，令和３年度では７２.４％と平成３０年度の７４.１％と比較して１.７ポイン
ト低下しています。今後，より効果的な施策の推進に向けて，新型コロナウイルス感染症により大きく変
化した市民生活の実態を分析し，今後の計画に反映する必要があります。
○　「自分の健康は自分で守る」を基本に，市民が自らの健康に対して目標を持ち，主体的に生活習慣の改
善や健康増進に取り組むことができるよう，各種健康教育の場や相談の場の提供等を通じて，健康に関す
る正しい知識の普及と健康管理の重要性に対する意識の向上を促進する必要があります。あわせて，市民
一人一人のライフステージに応じた各種健康診査・検診の充実を図ることによって，疾病の早期発見・早
期治療や重症化の予防を促進する必要があります。
○　健康で質の高い生活を営む上で，歯と口腔の健康の保持・増進が，基礎的かつ重要な役割を果たして
います。市は，乳幼児期から高齢期までの全てのライフステージで，歯科健診又は歯周病検診，健康教
育を実施しているほか，歯科医師及び歯科衛生士における障害者歯科に関する知識の習得や技術の向上
を図るため，障害者歯科診療を実施しています。歯と口腔の健康は，全身の健康の保持・増進に深い関わ
りがあり，今後，さらに歯科口腔保健に関する取組の必要性の高まりが予測されることから，生涯を通じた
施策の更なる推進が必要です。
○　市民の受動喫煙防止のため，調布市受動喫煙防止条例を令和元年７月に施行し，その周知啓発のため
のリーフレットの全戸配布や受動喫煙ゼロの店登録事業を実施しているほか，調布市医師会等の関係機関
との協力の下，医師による禁煙相談や子どもたちを対象とした防煙教育を実施しています。今後も，調布
市医師会，調布市歯科医師会等の関係機関と協議，連携しながら，全庁的に更なる周知・啓発に取り組む
必要があります。
○　自殺対策大綱は，「自殺対策基本法 1」に基づき，国が推進すべき自殺対策の指針を定めたもので，自殺
総合対策の基本理念として，「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す」ことを掲げてい
ます。同大綱では，地方自治体の役割として，地域の実情等を勘案し，地域自殺対策計画を策定すること
が求められています。

1　�自殺対策を総合的に推進して，自殺の防止を図り，併せて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り，もって国民が健康で生きが
いをもって暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とした，我が国で自殺対策に関する初めての法律。平成２８年に改正。
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○　市は，平成３１年３月に「調布市自殺対策計画」を策定し，「支え合い�認め合い�ともに暮らす」を基本理
念として掲げ，誰もが孤立することなく，互いを尊重し，多様性を認めながらともに生きられるよう，市民
一人一人がその人らしく暮らしていける地域社会を目指しています。新型コロナウイルス感染症の影響が
続く中，自殺者数が増加している現状を踏まえ，「調布市自殺対策計画」に基づき，ゲートキーパーの養
成等により相談支援体制の充実を図るとともに，地域のネットワークを強化する必要があります。
○　がんは，誰もがかかる可能性がある疾病であり，高齢化が進む中で，引き続き，がん患者の増加が予
測されます。死因の１位である一方で，医療の進歩は目覚ましく，令和３年１１月国立がん研究センター公
表の５年相対生存率は，６８.９％と年々上昇しています。早期発見・早期治療だけでなく，がんに罹患して
も自分らしく生活を続けられる支援の充実が必要です。
○　市は，調布市がん対策の推進に関する条例に基づき，がんの早期発見・早期治療を目的とした各種が
ん検診等の実施や，調布市医師会等の医療関係団体，協定締結企業との協働により，がん検診の受診啓
発やがん教育に取り組んでいます。今後，がん患者のライフステージに応じた相談・支援のための環境整
備や在宅療養希望者への支援が求められています。
○　生活習慣病の発症や重症化の進行を防ぐため，調布市国民健康保険データヘルス計画に基づく取組に
ついて，医療機関等と連携しながら推進していく必要があります。

基本的取組の内容

１１－１ からだとこころの健康づくりの推進

◆市民の健康づくり活動の支援
調布市民健康づくりプランに基づく，健康講座や出前講座の実施のほか，市民が自主的に行う健康づく

り活動の支援を推進します。また，マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した健（検）診や予防
接種の記録の閲覧など市民への健康情報の提供を行います。

◆歯と口腔の健康づくりの推進
調布市歯科医師会との連携により，歯と口腔の健康が全身の健康の保持・増進に深く係わることを市民

に周知しながら，歯科口腔保健の取組を推進します。

◆食育の推進
生涯にわたり豊かな食生活が実現できるよう，学校，地域等との連携を深めながら，調布市食育推進基
本計画に基づき，食育を推進します。
また，市民へのアレルギー疾患に対する正しい知識の普及と不安の解消を図るため，アレルギー相談事
業を推進します。

◆受動喫煙防止対策の推進
調布市受動喫煙防止条例の適切な運用と，調布市医師会等の関係機関との連携の下，受動喫煙防止対
策を推進します。

◆自殺対策の推進
市民の誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して，調布市自殺対策計画に基づき，ゲー

トキーパーの養成を継続するとともに，市民や関係機関等との連携を強化し，地域ネットワークの構築を図
り，総合的かつ効果的な自殺対策を推進します。

◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
東京都後期高齢者医療広域連合との連携を図るとともに，庁内組織の横断的な取組の下，高齢者の健
康課題に応じたきめ細かな支援を行うため，保健事業と介護予防の一体的な取組を推進します。
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まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

健康だと感じている市民の割合 ６９.８％
（令和４年度）

８０.０％
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 43 重点１

事業名 歯と口腔の健康づくり 区分 新規 担当課 健康推進課

事業の概要 乳幼児期から高齢期まで，歯と口腔の健康づくりを推進するため，年齢に応じた歯科健診や医科歯科の連携，障害者歯科診療を推進します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○歯科検診の推進
•妊婦歯科健診
•幼児集団歯科健診（1歳６か
月 •3歳）
•こども歯科相談室（1歳 •2歳
•2歳６か月 •3歳６か月 •4歳
•5歳 •6歳），歯科健診と健康
教育
•歯周病検診（35•40•45•50•�
60•70歳）
•後期高齢者歯科健診（76～�
80歳）口腔内検査，咀嚼 •
嚥下検査
•障害者歯科診療の実施
•休日歯科診療の実施

○歯周病検診受診率の向上の取組
○歯科口腔保健の普及啓発

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

事業費�
（百万円） 89 89 89 89

№ 33 重点１

事業名 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施【再掲】 区分 新規 担当課 保険年金課，高齢者支
援室，健康推進課

事業の概要
高齢者の心身の多様な課題に対応し，健康寿命の延伸と生活の質の向上を図るため，健診結果，医療レセプト及び
介護レセプトから高齢者の健康課題を把握し，家庭訪問や通いの場への積極的関与等を通じて，必要な医療や介護
サービス等への橋渡しやフレイル予防に取り組みます。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○健康課題の明確化による支援内
容の検討 •実施

○個別的支援�
（ハイリスクアプローチ）
○通いの場等への積極的な関与等
（ポピュレーションアプローチ）
○推進連絡会等の開催

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○健診データ•医療レセ •介護レ
セによるデータ分析
○継続

○継続

○継続

○健康課題の明確化

○継続

○継続

○継続
事業費�
（百万円） 2 3 9 3
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１１－２ 疾病の早期発見・早期治療体制・重症化予防の充実

◆調布市がん対策の推進に関する条例に基づく総合的ながん対策の推進
調布市がん対策の推進に関する条例に基づき，各種がん検診受診率及び精密検査受療率の向上に向け，
様々な媒体を活用した啓発や，がん患者とその家族に対する相談・支援体制の整備など，調布市医師会
等との連携や，協定締結企業が有するノウハウ等を活用することにより，がん対策を総合的に推進してい
きます。あわせて，関係機関と連携し，検診を受診しやすい環境整備を進めます。

◆かかりつけ医等の普及定着の促進
医療機関等との連携を図り，症状に応じた適切な医療サービスを身近な地域で提供する「かかりつけ医」

「かかりつけ歯科医」等の普及や定着に向けた取組を推進します。

◆健康危機管理対策
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ，今後における感染症をはじめとした健康危機管理の取組

を検討・実施します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

定期的にがん検診を受けている人の
割合

４７.１％
（令和４年度）

５５.０％
（令和８（2026）年度）

<子宮頸がんキャンペーン> 　　 <ピンクリボンキャンペーン>
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基本計画事業
№ 44 重点３

事業名 総合的ながん対策の推進 区分 拡充 担当課 健康推進課

事業の概要 がんの早期発見，早期治療を促すことにより，がんによる死亡者数の減少等を図るため，がん検診を充実するとともに，がんに関する相談 •支援体制を整備します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○集団検診の実施（胃がん，肺が
ん）
○個別検診の実施（胃がん，大腸
がん，乳がん，子宮頸がん，前
立腺がん）
•子宮頸がん検診の受診啓発
（20歳の女性）
•子宮頸がん検診の受診勧奨年
齢拡大

○ＨＰＶセルフチェックの実施
○がん検診推進事業（子宮頸が�
ん •乳がん検診無料クーポン券
の配布）
○ピンクリボンキャンペーンの実
施
○要精密検査者フォロー実施
○がん検診体制等検討委員会の立
上げ

○がん患者ウィッグ等購入費等助
成
○若年がん患者在宅療養支援事業
○がんに関する情報提供の充実，
相談 •支援体制の検討 •整備

○ＨＰＶワクチン接種

○継続

○継続

•継続

•胃がん内視鏡検診の対象年齢
拡大
•がん検診の受診勧奨

○継続
○継続

○継続

○継続
○がん検診体制等検討委員会の開
催
○胃がん，乳がん検診受診勧奨の
開始
○継続

○継続
○がんに関する情報提供の充実，
相談 •支援体制の検討に基づく
取組
○継続

○集団検診の実施（肺がん）

○継続

•継続

•胃がんバリウム検診の個別検
診への変更
•継続

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○肺がん検診の個別化

○継続

•継続

•継続
○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続

○継続
○継続

○継続
事業費�
（百万円） 557 557 557 557

　●その他の主な事業
　　・新型コロナウイルス感染症への対応を含む健康危機管理対策
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１１－３ 国民健康保険事業等の実施

◆生活習慣病の発症・重症化の予防
糖尿病，高血圧，脂質異常症などの生活習慣病予防のため，国民健康保険被保険者の４０歳から７４歳ま

での方を対象に実施する特定健康診査・特定保健指導の受診率等の向上を図るほか，生活習慣病の重症化，
合併症の発症，病状の進行等の予防に重点を置いた対策を推進します。

◆国民健康保険事業の健全化の推進
レセプト点検やジェネリック医薬品の使用促進を図るとともに，国保財政健全化計画に基づく各種取組を
推進します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

特定健康診査の受診率 ５１.１％
（令和３年度）

５５.０％
（令和８（2026）年度）

基本計画候補
№ 45 重点１

事業名 国保ヘルスアップ事業の推進 区分 継続 担当課 保険年金課

事業の概要 医療機関等と連携し，国民健康保険被保険者の健康の保持 •増進，生活の質の向上及び医療費適正化に向け，健康課題に則した保健事業を選定し取り組みます。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○医療費分析の実施
•医療費分析全年齢対象

○データヘルス計画に基づく保健
事業の実施
○各保健事業の評価
○次期データヘルス計画の策定

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続
○データヘルス計画の中間評価

事業費�
（百万円） 27 17 17 25
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�施策の推進，成果向上の視点に関する取組の方向

デジタル技術の活用
○生活習慣病等の発症予防や病気による死亡リスクの低下，生活機能レベルの低下の予防など，
健康寿命を延ばすための事業について，デジタル技術を活用しながら推進します。
○ＡＩ・ＲＰＡをはじめとしたＤＸを活用した医科等レセプトの点検により，給付・医療費の適正化を図
ります。

共創のまちづくり
○アフラック生命保険株式会社と調布市の間で締結した「調布市とアフラックとのがん啓発・がん
検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定書」に基づき，がんに関する普及啓発やが
ん検診の受診奨励などの取組を推進します。
○がん患者のライフステージに応じた包括的な相談支援体制の構築を検討するなど，調布スマート
シティ協議会を構成する民間企業等が有するノウハウを活用した取組を推進します。

脱炭素社会の実現
○調布市食育推進基本計画に基づく食育を推進することを通じて，食品ロスの削減につなげます。
○環境への負荷の少ない自転車の利用の促進を図ることにより，市民の健康増進につなげます。

フェーズフリー
○避難所での生活となった際の健康を守るため，普段の健康づくり意識の醸成や，運動習慣・体力
づくりに繋がる各種取組を推進します。
○調布市医師会等の医療関係団体との継続的な緊急医療救護所訓練を通じて，災害時における初
動医療体制の充実を図ります。
○感染対策用品については，ローリングストックの視点を取り入れながら，備蓄品の確保・充実を
行います。

<アフラックとの協働による小児がん募金活動>
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第3編　分野別計画

第４節　�学びやスポーツを通じ，誰もが充実した毎日を過ごすた
めに【生涯学習，スポーツ・レクリエーション】

４－１　多世代が生涯を通して学び合う，心豊かになれるまち【生涯学習】

施策１２ 生涯学習のまちづくり

目�的 対�象
意�図

市民
生涯にわたり学習し，学んだことをまちづくりに生かす

施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）

施策の方向

誰もが生涯を通じて，自由かつ主体的に学習に取り組むことができる環境を充実させるとともに，一
人一人の知識や経験，学びの成果を生かし，交流を深めながら，自分らしく暮らせるまちを目指します。

施策のポイント

○幅広い世代を対象とした生涯学習のきっかけづくりや情報提供・相談体制の充実，多様な分野の学
びや活動の支援
○「第４次調布市子ども読書活動推進計画」に基づく子どもの読書活動の推進

基本的取組の体系

生涯学習のまちづくり施策１２
学びのきっかけづくり１２－1

基本計画事業

市民の読書・調査活動への支援

学びの活動支援12－3

学習活動及びまちづくりへの参加の促進

まちづくりへの学びの成果の活用12－4

学べる機会の充実１２－2



173

第
第
目
標
4

第
3
編第

第
第
第
計
画

施
第
12第
生
涯
学
習
第
第
第
第
第
第

現状と主要課題

○　“人生１００年時代 ”を見据えた生涯学習の振興を図るため，幅広い年代に向けた多様な分野における学
びのきっかけづくりや，一人一人が，性別や国籍，障害の有無等に関わらず，それぞれの興味・関心や生
活スタイルに応じて学習し，その成果をまちづくりに生かすことのできる場の確保や活動の支援に取り組
む必要があります。
○　教育基本法に規定された生涯学習の目的及び理念に基づき，国が設置する中央教育審議会では，生涯
学習の役割について，一人一人がより豊かな人生を送ることができるよう，個人の自発的意思に基づいて
行うことを基本とし，生涯を通じて行うものであり，個人の人生を支え，自己実現を図るうえで重要なもの
であると示されています。東京都は，生涯学習の振興に係る施策の推進体制の整備に関する法律に基づ
き設置した東京都生涯学習審議会において，施策の総合的な推進に向けて調査・審議に取り組んでいます。
○　こうした生涯学習を取り巻く国及び東京都の動向や社会潮流を踏まえ，市は，条例により設置した調布
市生涯学習推進協議会からの答申（令和５年２月）に基づき，生涯学習の振興に取り組む必要があります。
○　市は，多様な特色を持つ，市内・近隣の大学等と相互友好協力協定を締結し，文化，教育，学術，スポー
ツなどの分野で連携した取組を進めています。今後も，こうした各大学の特色を生かした市民を対象とす
る事業を紹介しながら，各大学の魅力を広く発信するとともに，市民の生涯学習のきっかけづくりにもつな
がるよう，連携した取組を進めていく必要があります。
○　調布市文化・コミュニティ振興財団は，生涯学習の活動拠点でもある文化会館たづくりの施設運営を行
うとともに，「ちょうふ市民カレッジ」をはじめとする各種生涯学習の機会を提供しており，こうした関係団
体との効果的な連携を図ることで，更なる生涯学習の振興につながることが期待されます。
○　専門の相談員を配置する生涯学習情報コーナーでは，生涯学習に関する相談や情報発信のほか，生涯
学習サークル等の活動支援を行っています。今後も，生涯学習情報コーナーの取組について，地域での
各種イベント等との連携を図り，積極的にアウトリーチに取り組むとともに，調布ＦＭやＳＮＳ等を活用しな
がら，情報発信における創意工夫を重ね，より広く市民への周知が図られるよう，取り組んでいく必要が
あります。
○　平成１８年度から，市民団体の地域デビュー推進委員会と協働し，主にシニア層の市民が地域で活動す
るきっかけづくりの取組として，「地域デビュー」事業を実施してきました。これまで地域デビュー推進委員
会が積み重ねてきたノウハウやスキル，ネットワークを生かしながら，国や東京都の動向を踏まえ，より効
果的な生涯学習の振興に向けた検討を進める必要があります。
○　令和４年度に策定した調布市社会教育計画に基づき，学びが広がり，人の輪を広げていくようなまちを
目指して，多くの市民が参画できる社会教育の環境を整備していく必要があります。また，地域の課題を
見つけ，市民が相互に学び育ち合う社会を目標に，市民と行政が将来像を共有し，ともに実現に向けて取
り組んでいく必要があります。
○　市内に１１館ある図書館は，市民にとって最も身近な生涯学習の場として利用され，読書や交流の場に加
え，地域の情報拠点としての機能を備えたものであることが一層期待されています。そのため，多様な媒
体による資料や情報を選定，収集，整理，提供，保存し，市民の課題解決につながるよう，その充実に努
めるとともに，学校図書館や他の生涯学習施設，ボランティア活動等と連携を図ります。今後も，より多く
の市民に図書館が利用されるよう事業の充実を図るとともにＰＲに努め，未利用者へ利用を促す一方で，新
型コロナウイルス感染症に適切に対応しつつ図書館活動を実施していく必要があります。
○　公民館は，地域を取り巻く環境が多様化・複雑化する中で，地域住民の学習活動を通じた交流の場として，
市民の学習の成果が地域の魅力や課題を再認識できる事業展開に努める必要があります。また，公民館
における共同学習や相互学習の活性化に向けて，安全で快適な学習環境の維持，向上を図りながら，公
民館登録団体や利用団体の育成及び支援を継続していく必要があります。
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基本的取組の内容

１２－１ 学びのきっかけづくり

◆多様なきっかけづくり
生涯学習の普及啓発をはじめ，生涯学習の拠点施設である文化会館たづくりや公民館・図書館・博物館
等の社会教育施設，大学等での講座やイベント，サークル等と連携した活動の機会づくりや生涯学習出前
講座の実施など，多様な学びの機会を提供します。あわせて，文化会館たづくりをはじめ，文化施設の管
理運営を担う調布市文化・コミュニティ振興財団との効果的な連携を図ることで，「ちょうふ市民カレッジ」
をはじめとする学びの機会の充実につながるよう取り組みます。

◆学びに関する情報提供及び相談の実施
年齢や性別，国籍，障害の有無等にかかわらず，誰もがいつでもどこでも学べる環境づくりを進めます。
専門の相談員を配置している生涯学習情報コーナーにおいて，様々な場面や年代，ニーズに応じて，大学
や関連団体等と連携した適切な情報提供や相談支援を行います。また，地域の各種イベント等との連携を
図るなど，生涯学習情報コーナーの積極的なアウトリーチに取り組み，市民が気軽に生涯学習に関する情
報を得られる環境づくりを進めます。

◆学びに関する情報の効果的な発信
市報や市ホームページでの情報発信のほか，市公式ＬＩＮＥ等のＳＮＳの活用や庁舎内のデジタルサイネー

ジをはじめとするデジタル技術を活用し，広く市民が生涯学習についての情報にアクセスできるよう，効果
的な情報発信体制について検討します。

◆子どもの読書活動に関わる意識啓発
子どもの頃から読書の習慣を身に付け，読書を通じて豊かな心が育まれるよう，家庭や学校，地域など
の大人も含めた意識啓発を行います。また，乳幼児がいるすべての家庭で読み聞かせが行われるよう，引
き続きブックスタート事業に取り組みます。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

１年間に生涯学習をした人の割合 ３７.５％
（令和４年度）

４０.０％
（令和８（2026）年度）
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基本計画事業
№ 46 重点

事業名 学習活動及びまちづくりへの参加の促進 区分 継続 担当課 文化生涯学習課

事業の概要 人生１００年時代を見据え，幅広い世代を対象とした生涯学習の振興に向けて，多様な主体と連携を図り，情報発信•相談体制の充実に努めるとともに，多様な分野の学びにつながるきっかけづくりと活動支援に取り組みます。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○学びに関する情報発信及び相談
の実施
•アウトリーチの実施
•各種事業との連携

○生涯学習のきっかけづくり•検討
○多様な主体と連携した学びの支
援
○学びに関する情報の効果的な発
信 •検討
○学びの成果を生かせる機会 •場
の確保

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続

事業費
（百万円） 17 17 17 17

１２－２ 学べる機会の充実

◆自己実現につながる学びの推進
多様化する学習ニーズに対応するため，文化芸術・スポーツに接する機会や学習機会，職能教育につな
がる学習機会の提供を行います。

◆暮らしと地域の魅力・課題の再認識，生涯を通じた学びにつながる公民館活動の推進
公民館において生活に必要な知識・技能の習得，市内の歴史・文化資源を活用した学習活動など生涯

を通じた学びの機会を提供するとともに，市民相互の学び合いの活性化，地域の交流促進を図ります。

◆市民の読書・調査活動への支援
図書館がより効果的な学習活動の拠点として機能するよう，資料

や情報の選定・収集・整理・提供・保存，音訳，点訳，対面朗読，
宅配など，図書館サービスの充実を図ります。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

社会教育施設の満足度
（上段：図書館，下段：公民館）

８０.７％
７４.４％

（令和４年度）

８５.０%
８０.０％

（令和８（2026）年度）

<おはなし会>
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基本計画事業
№ 47 重点

事業名 市民の読書・調査活動への支援 区分 継続 担当課 図書館

事業の概要
図書館資料の選定，収集，整理，提供，保存や，デジタル化による貴重な地域資料の活用等を通じ，市民の読書 •
調査活動をはじめとした学習活動の充実につなげます。
また，だれもが読書や調査ができるよう，音訳，点訳，宅配などを実施します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○資料 •情報の選定，収集，整理，
提供，保存
○資料目録データの整備
○次期電算システムの検証
○利用支援サービスの充実
○地域資料等のデジタル化
○調布市子ども読書活動推進計画
に基づいた読書活動の推進

○継続

○継続
○次期電算システムの導入検討
○継続
○継続
○継続

○継続

○継続
○継続
○継続
○継続
○継続

○継続

○継続
○次期電算システムの更新準備
○継続
○継続
○継続

事業費
（百万円） 388 388 388 388

１２－３ 学びの活動支援

◆自主的な活動への支援
生涯学習に関連する団体・サークルの自主的な活動を維持・継続していくための支援を行うとともに，様々

な生涯学習施設との連携により，市民が学習活動を行うことができる機会の充実を図ります。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

生涯学習情報コーナーの相談件数 ７７９件
（令和３年度）

８５０件
（令和８（2026）年度）

<生涯学習情報コーナー>
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１２－４ まちづくりへの学びの成果の活用

◆学びの成果をまちづくりへ生かす機会の提供
市民や団体がそれぞれの学習成果を発表する機会を提供するとともに，学習グループによる市民を対象

とした事業の開催等を推進します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

学習の成果をまちづくりに生かして
いる市民の割合

１３.８％
（令和４年度）

２５.０％
（令和８（2026）年度）

●その他の主な事業
　・地域に根差した公民館活動の推進

�施策の推進，成果向上の視点に関する取組の方向

デジタル技術の活用
◯ＳＮＳや市庁舎のデジタルサイネージなどのデジタル技術を活用することで，広く市民と生涯学習
に関する情報を共有し，学びの機会の充実につなげることができるよう効果的な情報発信につい
て検討します。
◯生涯学習情報コーナーのホームページや積極的なアウトリーチにより，生涯学習に取り組む市民
が，出前講座等の利用や多様なサークル活動等の地域活動に参加することができる環境づくりに
取り組みます。

共創のまちづくり
◯生涯学習の活動拠点でもある施設運営を担う調布市文化・コミュニティ振興財団や，特色を生か
した市民向け公開講座を開催する相互友好協力協定の締結大学等の多様な主体との連携により，
多彩な生涯学習に取り組む機会を創出します。

脱炭素社会の実現
◯脱炭素社会実現の重要性やそのための取組を広く市民に周知し，市民一人一人が脱炭素社会の
実現について考え，行動できるよう，出前講座などによる環境学習の機会の充実を図ります。

フェーズフリー
◯出前講座等を通じて，フェーズフリーについて学ぶ機会を支援します。
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４－２　 生涯にわたって誰もがスポーツに親しみ，生き生きと過ごせるまち 
【スポーツ】

施策１３ 市民スポーツの振興

目�的
対�象
意�図

市民
誰もがスポーツに親しみ，楽しむことができる
スポーツを通して交流がはぐくまれる
誰もがスポーツを通して心身ともに健康になる

施策と関連するＳＤＧｓの目標（ゴール）

施策の方向

年齢や障害等を問わず，広く市民がスポーツに親しみ，楽しめる環境を整備します。また，ラグビー
ワールドカップ２０１９及び東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーを継承・発展させ，
スポーツを通して市民の交流が盛んになるまちを目指します。

施策のポイント

○「豊かな芸術文化・スポーツ活動を育むまちづくり宣言」の理念に基づいた，年齢や障害の有無に
かかわらず，誰もがスポーツに親しむことができる機会の創出
○市民ニーズを踏まえたスポーツ施設の利用環境の向上，安全で快適な市民のスポーツ環境の整備
○障害者スポーツの振興等を通じた共生社会の充実
○ＦＣ東京等の様々な主体と連携した市民スポーツの振興

基本的取組の体系

市民スポーツの振興施策１３
スポーツ環境の整備１３－1

基本計画事業

調布市スポーツ協会事業の支援

スポーツ施設の整備

ライフステージに応じたスポーツ
活動の推進１３－2

ＦＣ東京等様々な主体と連携した
スポーツ振興等の推進１３－3

東京２０２０大会等のレガシーの継承・発展４

ＦＣ東京等様々な主体と連携したスポーツ振興
等の推進

重点重点
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現状と主要課題

○　国は，令和４年３月に第３期スポーツ基本計画を策定し，国民がスポーツを「する」「みる」「支える」こ
とを真に実現できる社会を目指すため，「つくる／はぐくむ」，「あつまり，ともに，つながる」「誰もがアク
セスできる」という３つの新たな視点の下，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のスポーツ・
レガシーの継承・発展に向けた今後の日本のスポーツ施策の具体的な方向を示しました。
○　東京都は，平成３０年３月に策定した東京都スポーツ推進総合計画に基づき，「誰もが，いつでも，どこ
でも，いつまでもスポーツを楽しみ，スポーツの力で人と都市が活性化する『スポーツ都市東京』の実現」
を目指すとともに，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーを今後どうスポーツの振興
に生かし，都市の中で根付かせていくか，その姿を示すため，令和４年１月に，「ＴＯＫＹＯスポーツレガシー
ビジョン」を策定しました。�
○　令和元年（２０１９年）のラグビーワールドカップでは，東京スタジアム（味の素スタジアム）で開会式，
開幕戦を含む８試合が行われ，約３８万人が来場しました。また，調布駅前広場周辺で開催されたファンゾー
ン（東京都主催）には，１６日間で約１３万人が来場しました。大会を契機として，ラグビーを通じたスポー
ツ振興をはじめ，地域経済の活性化，青少年の健全育成等の多岐にわたる分野において実践した取組を後
世に残すべく，令和３年４月に東芝ブレイブルーパス東京，東京サントリーサンゴリアス，調布市，府中市，
三鷹市の５者による連携協定を締結し，地域一体となってラグビー競技の普及に取り組んでいます。
○　１年延期となった東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技
大会では，市内の３つの競技会場（東京スタジアム（味の素スタ
ジアム），武蔵野の森総合スポーツプラザ，都立武蔵野の森公園）
において，６競技が開催され，その後，これらの競技会場を含む
エリアについては，大会開催を象徴する場所として「武蔵野の森
オリンピック・パラリンピックパーク」と名付けられ，大会の感動
と記憶を後世に永く伝えられることになりました。大会を契機と
した有形・無形のレガシー創出のため，これまで展開してきたソ
フト・ハード両面にわたる取組については，一過性のものとせず，大会のレガシーとして継承・発展させて
いく必要があります。
○　市は，市民のライフステージに応じたスポーツ活動の推進を図るため，調布市スポーツ協会 1や各競技
団体と連携し，市民がスポーツを「する」・「みる」・「支える」機会の創出に努めています。
○　市は，令和元年８月に一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟と協定を締結し，車いすバスケット
ボールを通じた障害者スポーツの普及・振興事業や共生社会の充実に資する事業などについて相互協力
を図っています。
○　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして，共生社会の更なる充実を図るため，
大会を契機にこれまで関係性を構築してきた競技団体等の様々な主体と連携し，障害者スポーツ体験会や
子ども達へのパラリンピック教育の実施等，パラスポーツに親しむ機会の創出を図っています。また，東
京都等との連携により設置した，スポーツ分野と福祉分野の関係団体で構成する「調布市障害者スポーツ
の振興における協議体」において，障害の有無に関わらず，誰もがスポーツに親しみ，楽しむことができ
る環境づくりに努めるとともに，多摩地域の広域連携事業である「東京都市町村ボッチャ大会」の開催に
より，多摩地域全体での広域的な障害者スポーツの振興にも取り組んでいます。
○　ＦＣ東京と連携したまちづくりの推進を図るため，庁内のプロジェクト・チームや庁内関係部署との情報
交換会を活用し，子どもサッカー体験教室や初心者フットサル教室等のスポーツ分野の事業のみならず，
青少年の健全育成，文化，福祉，地域経済活性化等の様々な分野でＦＣ東京との連携事業を実施しています。
また，ＦＣ東京の株主であるホームタウン６市で連携し，地域全体でのスポーツ振興にも取り組んでいます。

1　�調布市体育協会は令和５年４月１日に「調布市スポーツ協会」へ名称変更

<武蔵野の森総合スポーツプラザ>
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○　今後，市においても平均寿命が更に延びていくと見込まれる中，健康長寿の延伸にも結びつくよう，子
どもや高齢者，障害者など，誰もが気軽にスポーツに参加できる機会の充実や環境づくりの重要性が増し
ていくと考えられます。
○　スポーツ関係団体やＦＣ東京等のプロスポーツチーム等とも密な連携を図りながら，より多くの市民が主
体的にスポーツ活動に取り組むことができるよう，今後も引き続き，「する」「みる」「支える」の視点に基
づいた，市民がスポーツに親しめる機会の充実や環境づくりを推進する必要があります。
○　全国的な少子化を踏まえた部活動の持続可能性の確保のため，スポーツ庁の「運動部活動の地域移行
に関する検討会議」において，指導者や活動場所を含めて現在の学校単位の活動から地域単位の活動に
移行する提言がなされました。この提言を受けた国のガイドラインなどを踏まえ，教育委員会と連携した
対応を図る必要があります。
○　市民が安全・安心で快適な環境のもとで，スポーツ活動に取り組むことができるよう，既存のスポーツ
施設の計画的な修繕・改修や，設備機器の更新を実施する必要があります。

基本的取組の内容

１３－１ スポーツ環境の整備

◆「する」スポーツ環境の充実
スポーツ施設をより効率的かつ効果的に維持管理・運営していくために，調布市公共施設マネジメント
計画や各施設の利用実態，老朽化の状況などを踏まえ，維持保全や改修工事を計画的に実施するとともに，
市民ニーズを踏まえた安全で利便性の高いスポーツ施設の整備に努めます。
また，東京都や民間スポーツ施設，学校施設の活用によるスポーツ施設の充実を図ります。

◆「みる」スポーツ環境の充実
味の素スタジアムや武蔵野の森総合スポーツプラザで開催されるプロスポーツチーム等の試合や国際・
全国大会等の観戦事業を実施し，市民がスポーツを「みる」機会の充実を図り，スポーツへの関心を高め
ます。

◆「支える」スポーツ環境の充実
応援アスリート事業や国際・全国大会報奨金制度を活用し，市にゆかりのあるアスリートを応援し，支え

る取組を推進します。また，調布市スポーツ協会と連携し，スポーツ教室や地域のスポーツ大会，報奨金
制度の活用など，スポーツ活動を通じて，次代を担う優秀なスポーツ選手の発掘・支援に取り組みます。

◆スポーツ・レクリエーション情報発信の充実
より多くの市民がスポーツ・レクリエーションに関心を持ち，その活動に主体的に参加できるよう，スポー

ツ・レクリエーション情報の充実を図り，市ホームページやＳＮＳ等を活用してスポーツに関する情報を分か
りやすく魅力的に発信します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

体育施設の年間利用者数 80万 1,908 人
（令和３年度）

１０６万人
（令和８（2026）年度）
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基本計画事業
№ 48 重点

事業名 スポーツ施設の整備 区分 継続 担当課 スポーツ振興課

事業の概要 市民が安全で快適にスポーツ施設を利用できるよう，計画的な維持保全 •改修を行います。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○基地跡地運動広場整備
•グラウンド改修工事等

○総合体育館整備
•非常照明用蓄電池整流器交換
工事等

　※�プールトップライト改修への
対応

○西調布体育館
•調査検討（代替機能）

○西町サッカー場整備
•シャワー設備設置工事

○深大寺テニスコート整備
•防球ネット改修工事

○体育施設修繕

○継続

○継続
•屋上防水改修工事

○継続
•設計（代替機能）

○西町野球場整備
•グラウンド改修工事

○継続

○継続

○継続
•大規模改修設計等

○継続
•機能移転工事

○西町少年野球場整備
•グラウンド改修工事

○深大寺テニスコート整備
•テニスコート改修工事

○緑ケ丘テニスコート整備
•照明設備改修設計

○継続

○継続
•大規模改修工事等

○継続

○継続
•シャワー施設設置設計

○継続

○継続
•照明設備改修工事等

○継続
事業費
（百万円） 117 185 387 854

１３－２ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

◆誰もがスポーツに参加できる機会の充実
より多くの市民が生涯を通してスポーツに親しむことができるよう，それぞれの年齢や体力等に応じた，
各世代のニーズに合わせたスポーツへの参加機会の充実を図り，誰もがスポーツに親しめる機会の創出に
取り組みます。

◆地域スポーツクラブ等の育成・推進
公益社団法人調布市スポーツ協会や調布市スポーツ推進委員会，特定非営利活動法人調和ＳＨＣ倶楽部
等と連携し，市民の健康増進及び体力向上等を目的とした市民スポーツの振興を図ります。

◆東京２０２０大会等のレガシーの継承・発展
各大会の開催を契機にこれまで関係性を構築してきた様々な主体と連携した市民スポーツの振興を図り

ます。とりわけパラリンピック開催を契機として障害者スポーツの振興事業の継続と定着を図るため，「調
布市障害者スポーツの振興における協議体」を活用した障害者スポーツを通じた共生社会の充実や，一般
社団法人日本車いすバスケットボール連盟及び特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会等との連
携によるパラスポーツの普及・啓発と障害理解の促進を図ります。

<総合体育館>
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多摩地域の広域連携事業「東京都市町村ボッチャ大会」の継続開催や，東芝ブレイブルーパス東京及
び東京サントリーサンゴリアスの両チームと調布市・府中市・三鷹市との５者協定によるラグビー競技普及
など，他自治体等との連携による多摩地域全体でのスポーツ振興の取組を推進します。また，ボランティ
アの活用によるスポーツの支え手の育成を図ります。
調布市にゆかりのあるアスリートを「調布市応援アスリート」として認定し，市をあげて応援することに

より，アスリートのさらなる飛躍を期待するとともに，市民が一体となって応援し，交流を図ることでの市
民スポーツの振興に取り組みます。

◆地域における子どもの運動・スポーツ機会の確保
身近な地域で子どもがスポーツを楽しめる環境づくりを進めるため，様々な主体と連携した事業実施に

より子どものスポーツへの参加機会を確保するとともに，教育委員会と連携した子ども達の運動機会の確
保と体力向上に向けた取組を推進します。

まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

運動を週に１回以上行っている市民
の割合

６９.０％
（令和４年度）

７３.０％
（令和８（2026）年度）

基本計画事業
№ 49 重点４

事業名 調布市スポーツ協会事業�1 の支援 区分 継続 担当課 スポーツ振興課

事業の概要「豊かな芸術文化 •スポーツ活動を育むまちづくり宣言」の理念に基づき，調布市スポーツ協会への支援や相互の連携を図り，市における体育 •スポーツの振興を目的とした事業を実施します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○調布市スポーツ協会事業への支
援及び連携
•市民体育祭
•市民スポーツまつり
•市民駅伝競走大会
•リフレッシュ体操スクール�等

○東京2020大会等のレガシーの
定着 •継承 •発展
○「豊かな芸術文化 •スポーツ活
動を育むまちづくり」の推進

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

○継続

事業費
（百万円） 38 40 40 40

1　調布市体育協会は，令和５年４月１日に「調布市スポーツ協会」へ名称変更

<市民駅伝競走大会>
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№ 50 重点４

事業名 東京２０２０大会等のレガシーの継承・発展 区分 継続 担当課 スポーツ振興課

事業の概要
東京２０２０オリンピック•パラリンピック競技大会等を契機とした多様な主体との連携を強化し，様々な角度から市
民スポーツの振興を図ります。また，障害者スポーツの振興を通して，障害理解の促進や障害当事者の運動機会
の創出を図り，共生社会の充実に向けた取組を推進します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○障害者スポーツの振興
•協議体の活用
•障害者スポーツ体験会
•日本車いすバスケットボール
連盟や日本ブラインドサッ�
カー協会等との連携
•市町村ボッチャ大会

○ラグビー5者協定に基づく取組
○教育委員会との連携事業
•ジュニア陸上体験教室等

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

○継続

○継続
○継続

事業費
（百万円） 10 10 9 10

<市町村ボッチャ大会>

１３－３ ＦＣ東京等様々な主体と連携したスポーツ振興等の推進

◆ＦＣ東京との協働のまちづくり
味の素スタジアムを本拠地とするＦＣ東京とのパートナーシップの更なる強化を図り，スポーツ分野のみ

ならず，青少年健全育成，文化，福祉，地域経済活性化等の様々な分野で連携したまちづくりに取り組み
ます。また，ＦＣ東京の株主であるホームタウン６市の連携により，地域のスポーツ振興を図ります。

◆地域ゆかりのチームや選手を通じたスポーツ振興
連携協定を締結している東芝ブレイブルーパス東京及び東京サントリーサンゴリアスをはじめ，ＮＴＴ東

日本バドミントン部や読売巨人軍などと連携したスポーツの振興を図ります。

◆スポーツを契機としたにぎわいの創出
市内で開催される国際的・全国的な規模のスポーツ大会や，プロスポーツの試合を契機とした市民スポー

ツの振興はもとより，地域や関係団体等との連携，また庁内の横断的な連携による取組により，スポーツ
によるまちのにぎわいの創出を図ります。
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まちづくり指標

まちづくり指標 基準値 目標値

ＦＣ東京等スポーツチームとの連携事
業数

３９
（令和３年度）

１８０
（令和５（2023）～令和８
（2026）年度の４箇年累計）

基本計画事業
№ 51 重点

事業名 ＦＣ東京等様々な主体と連携したスポーツ振興等の
推進 区分 継続 担当課 スポーツ振興課

事業の概要
ＦＣ東京が行う地域貢献活動を支援し，市民スポーツの振興，青少年の健全育成，福祉，地域振興等のまちづくり
を協働で推進します。また，東芝ブレイブルーパス東京，東京サントリーサンゴリアス，NTT東日本バドミントン部，
読売巨人軍と連携した様々な事業展開により，市民スポーツの振興を推進します。

年度別計画

令和 5(2023) 年度 令和 6(2024) 年度 令和 7(2025) 年度 令和 8(2026) 年度
○競技体験や教室等の実施
•子どもサッカー体験教室
•大人向けフットサル教室
•ラグビー体験
•ＮＴＴ東日本バドミントン部
地域感謝祭　等

○観戦機会の創出
○各チームに関する情報発信
○情報交換会や庁内プロジェクト
チームを活用した応援企画の実
施

○継続

○継続
○継続
○継続

○継続

○継続
○継続
○継続

○継続

○継続
○継続
○継続

事業費
（百万円） 3 3 3 3

<味の素スタジアム> 　　　 <青赤ストリート>
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�施策の推進，成果向上の視点に関する取組の方向

デジタル技術の活用
○キャッシュレス決済の導入を検討し，各施設の利便性の向上に取り組みます。
○市民にとってより身近で利用しやすい施設となるよう，ＳＮＳ等を活用した情報発信に取り組みます。
○施設利用予約システムの更新により，施設の利便性向上に取り組みます。

共創のまちづくり
○ＦＣ東京をはじめとしたプロスポーツチームなどの様々な主体と連携し，市民がスポーツを「する」
「みる」機会を充実させ，スポーツに親しめるよう，市民スポーツの振興に取り組みます。
○民間企業やボランティア団体等との連携により，市内で開催されるスポーツ大会やイベント等に
おいて，市民が支え，交流する機会を創出し，オール調布でスポーツの機運を高めることによる
市民スポーツの振興を図ります。

脱炭素社会の実現
○設備改修・修繕と併せて，照明設備のＬＥＤ化などスポーツ施設の省エネルギー化を推進します。

フェーズフリー
○災害時協力協定に基づく災害時のスポーツ施設の活用について，備蓄品の整備や対応マニュア
ルの作成等に取り組みます。


